
瀬⼾市⽔道事業経営戦略（案）に対する再意見募集（パブリックコメント）の実施結果 
 

１ 再意見募集期間  平成３０年１０月１⽇（月）〜１０月３１⽇（⽔） 

２ 意見提出人数  ２人（窓口提出２件） 

３ 合計意見件数  １４件 

４ 意見への対応 

 ⑴ 意見を踏まえて、案の修正を検討するもの           ０件 

 ⑵ 今後の事業実施の参考とするもの               ４件 

 ⑶ 意見の趣旨や内容について、考え方を盛り込み済であるもの   ６件 

 ⑷ その他（⑴〜⑶以外のもの）                 ４件 

５ 意見の概要及び市の考え方 

番号 意見の概要 市の考え方 意見へ 
の対応 

１ 

瀬⼾市第 6 次総合計画では「市⺠が安全、安心で安
価な⽔を安定して利用できるよう計画的な施設の更
新、維持管理を行うとともに健全な事業経営を進めま
す」としている。総合計画実現に向けて、値上げを盛
り込まない⽔道経営戦略案を作成する必要があるので
はないか。 

経営改善の取組みのもと、適切な時期に適切な
施設・管路更新をすること、そのための財源確
保をすることが、「安全・安心で安価な⽔」の
安定供給に繋がると考えており、瀬⼾市第 6 次
総合計画実現を目指し、本経営戦略案を作成し
ております。 

⑶ 

２ 

耐震化率の訂正について、間違えた理由が説明されて
いない。これでは市⺠としては意見を提⾔することは
できない。市⺠への情報提供が不⼗分。⽔道事業が市
⺠⽣活にとって必要不可⽋なものであり、地域独占企
業であるからこそ市⺠（顧客）に対する⼗分な説明責
任を果たすべき。 

浄⽔施設については、施設（着⽔井から浄⽔池
まで）の全体において耐震性を有していなけれ
ば、計上できないところをろ過池等一部分の耐
震性を有していることで計上したこと、配⽔池
については、古い配⽔池が耐震性を有していれ
ば同じ配⽔場内にある新しく設置された配⽔池
は耐震性が有るとみなし、計上したことによる
ものです。 
今後とも、⽔道事業から、市ホームページや広
報せと等を通じて積極的に情報提供をしてまい
ります。 

⑵ 

３ 

収支計画では⽔道利用料金によって事業を運営するこ
とになっているとして、一般財源からの資金投入を検
討していない。しかし、毎年のように一般財源からの
繰り入れが行われている。どれくらいの額までの繰り
入れが可能なのか検討し、その結果を計画として示す
べき。 

毎年、市の一般財源からは、消火栓設置など国
の基準に基づいた負担金のみを繰り入れていま
す。これ以外の経費については、全て経営上の
収入により賄うこととされており、その考えに
基づき収支計画を作成しております。 

⑶ 

４ 

有収率を向上させ、１％引き上げられれば収入が約
2,000 万円増加するので積極的に対策に取り組み、向
上を目指すべきではないか。 

有収率の向上は、給⽔収益の増加には繋がりま
せんが、一定程度の浄⽔・配⽔費用の縮減に繋
がります。ご意見を頂きましたとおり、管路更
新などの取組みを進めてまいります。 
P28 ９投資・財政計画⑶収支から認識した課

題と取組【課題に対する今後の取組】Ｄ 

⑶ 



５ 

⽔道⽔源保護に向けて、瀬⼾市の全ての行政計画、施
策の立案、実施において取り組みの基礎に据えられる
「瀬⼾市環境基本計画」においても実現を目指すとさ
れているように市として積極的に取り組むべきであ
る。土地利用の制限による影響が⽔道利用者への負担
とならないような取り組み方を早急に検討し市条例の
制定を目指すべき。 

土地利用の制限による影響が⽔道使用者への負
担とならないよう、引き続き慎重に検討する必
要があると考えております。 

⑷ 

６ 

瀬⼾市パブリックコメント⼿続に関する要綱に示され
ているような積極的な周知の努力がされたとは⾔い難
い。各窓口には閲覧用のみで貸出用冊子も用意されて
いない。期間を延⻑してでも市⺠への周知に取り組
み、理解と関心を高めるべきではないか。 

パブリックコメントにおいては、市内８か所で
の閲覧の他、市ホームページから閲覧及びダウ
ンロードしていただけるよう用意をしました。 
また、任意の様式による意見提出が通常です
が、ご意見を頂きやすくするため、参考様式も
準備をした上、募集期間当初のみではなく、期
間の半ばにも再度ホームページで周知を図りま
した。 

⑷ 

７ 

⻑く⽔道で働いた職員は、多くの⽔道事業の内容・問
題点が頭の中に蓄積されている。パソコンにデータが
保存されていても、緊急時の停電で活用できない。人
間は、対処、処理できるので、一番重要であると考え
ます。単純に高い安いで決めないで。 

技術継承や緊急時の対応能力を考慮した上で、
職員数の適正化を検討します。 
P22 ７将来の事業環境 ⑸組織の見直し 

P27 ９投資・財政計画⑶収支から認識した課

題と取組【課題に対する今後の取組】Ａ 

⑶ 

８ 

料金改定について 
P28 の表から料金値上げは、すぐに検討を始め、来年
度中くらいには値上げをする必要があると思います。 
値上げ幅が小さくて良いと思う。 

「安心・安全」と「安価」のバランスを考慮す
る上で、⿊字を維持している時点において、値
上げを行うことは難しく、純利益（⻑期前受金
戻入を除く）が赤字となった場合には、直ちに
料金改定の検討を行うこととしています。 
頂いたご意見を参考にさせていただきます。 
P28 ９投資・財政計画⑶収支から認識した課

題と取組【課題に対する今後の取組】Ｅ 

⑵ 

９ 

県⽔の受⽔費について 
県⽔の料金値上げがここ数年に１〜２度程度あると考
えるが、検討しておくべきではないか。 

県⽔の供給者である愛知県企業庁が平成 28 年
に発表した経営戦略における収支計画では計画
期間終期の平成 37 年度までは⿊字を維持でき
るとされ、料金改定への⾔及はありません。ご
意見をいただきましたとおり、愛知県企業庁の
経営動向を注視し、必要に応じた計画の見直し
を行ってまいります。 

⑶ 

10 

県⽔の受⽔について 
もっと停電について考慮する必要があるのでは。県⽔
が瀬⼾市受⽔点に送⽔できなくなることを検討してお
く必要があるのでは。 

県⽔においては、停電時にも、瀬⼾市受⽔点に
送⽔を行うための施設が整備されています。 

⑷ 

11 

耐震について 
どのくらい（大きさ）について考えられているのか？ 

「⽔道施設耐震工法指針」（⽇本⽔道協会）に
基づき、地震動レベル 2（当該施設の設置地点
において発⽣するものと想定される地震動のう
ち、最大規模の強さを有するものをいう。）と
しています。 

⑶ 

 
  

 



    

12 

蛇ヶ洞浄⽔場について（資料④） 
停電時のために敷地を利用して太陽光発電等は検討で
きないか。 
バックアップ対策である穴田配⽔場のポンプ場が、停
電したらどうなるか。 

太陽光発電については、非常用電源としての安
定性や、敷地の確保、収支見通しなどの課題が
多くありますので、今後の研究課題とさせてい
ただきます。 
蛇ヶ洞浄⽔場、穴田配⽔場ともに、停電時は非
常用自家発電によりポンプ等を稼働させ配⽔を
継続します。 

⑵ 

13 

馬ヶ城浄⽔場について（資料④） 
ダムの⽔質悪化について、通常はダムの⽔は使用しな
いのでは？ダムの⽔を一度抜き、土砂、落葉等を取り
除けば、問題は解消できるのではないか。ダムの⽔を
放⽔しているので、⽔力発電で利用したらどうか。 

通常、河川表流⽔を使用していますが、大雨等
による⽔質悪化時には、ダムの⽔を使用してい
るため、⽔を抜くことができません。また、⽔
道⽔の取⽔を目的としたダムであることから、
わずかな発電量しか得られず、バックアップ電
源としての安定性や収支見通しなどの課題が多
くありますので、今後の研究課題とさせていた
だきます。 

⑵ 

14 

資料④について 
ア 自己⽔源ではないが県⽔（受⽔）についても、こ
の表に記載すべきではないか。 
イ 原山浄⽔場は、井⼾⽔をミネラルウォーターとし
てペットボトルに詰めて販売すれば、もっと利用でき
るのではないか。 

ア 資料④は、現状の県⽔からの受⽔割合を前
提として、自己⽔源の現状と今後のあり方を表
したものであるため、県⽔については、コスト
比較のみを記載しております。 
イ ご提案のミネラルウォーターの販売につい
ては、採算性や⽔質管理の面から難しいと考え
ます。原山浄⽔場は、将来における運用面、非
常時対応能力、経済性等を多面的に評価した結
果、休止するものと判断しております。 

⑷ 

 


